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「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について（通知） 

 

 

 生活保護の医療扶助については、「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和

36 年９月 30 日社発第 727 号厚生省社会局長通知）により取り扱われているところである

が、今般、本通知を別添新旧対照表のとおり改正し、令和８年４月１日から適用すること

としたので、了知の上、その取扱いに遺漏のなきを期されたい。 

  

【改正点】 

○ 「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会」の「中間的な整理」（令和７年 12 月 17

日取りまとめ）を踏まえ、国において、個別指導の対象医療機関を選定する際の参考資

料として、医療扶助の訪問看護に係るレセプトの分析結果を提供することとしたことを

踏まえ、所要の改正を実施するもの。 

 

○ 「令和７年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和７年 12 月 23 日閣議決定）に

おいて、「医療要否意見書における公印の省略（略）については、省略が可能となるよう

地方公共団体の意見も踏まえ、課題を精査した上で検討し、令和７年度中に結論を得る。

その結果に基づいて必要な措置を講ずる。」とされたことを踏まえ、福祉事務所印等の押

印を廃止することとし、所要の改正を実施するもの。 

なお、医療要否意見書等について、福祉事務所印の押印廃止に伴い、福祉事務所と指定

医療機関の間で電子的に送受信を行うことも想定される。その際、医療要否意見書等の

情報が要配慮個人情報であることに留意の上、条例等で定める取扱いのほか、「地方公共

団体における情報セキュリティポリシーガイドライン」に準拠する必要があること、ま

た、指定医療機関から福祉事務所に送信する際には、指定医療機関及び福祉事務所の双

方で「医療情報システム安全管理ガイドライン」に準拠する必要があることについて留

意されたい。 

各                 殿 
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（別添） 

○「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和３６年９月３０日厚生省社会局長通知 社発第７２７号） 

改正後 現 行 

第１～５（略） 

 

 

第６ 指導および検査 

１ 指定医療機関に対する指導 

（１）・（２）（略） 

 （３） 指導対象の選定 

     指導は全ての指定医療機関を対象とするが、重点的かつ効率的な指導

を行う観点から、指導形態に応じて次の基準を参考にして対象となる医

療機関を一定の計画に基づいて選定すること。 

    ア（略） 

イ 個別指導 

（ア） 厚生労働大臣又は都道府県知事が単独で行う指導 

次に掲げる事項について、個別に内容審査をした上で、指定医

療機関を選定すること。 

ａ～ｃ（略） 

ｄ 社会保険診療報酬支払基金から提供される被保護者に係る診

療報酬請求データ又は電子レセプトの分析結果等を活用して得

られる指定医療機関の特徴（例えば請求全体に占める被保護者

に関する請求割合が高い、被保護者以外と比較して被保護者の

診療報酬明細書（調剤報酬明細書及び訪問看護療養費報酬明細

書を含む。）の 1件あたりの平均請求点数が高い、被保護者の県

外受診の割合が高い、他の指定医療機関と比較して、頻回受診

者や重複・多剤投与者の割合が高い等）を総合的に勘案し、個別

に内容審査をした上で個別指導が必要と認められる指定医療機

関 

ｅ （略） 

（イ）・（ウ） （略） 

（４）・（５） （略） 

 ２～４（略） 

 

第７・第８（略） 

 

様式第１号～様式第１２号（略） 

第１～５（略） 

 

 

第６ 指導および検査 

１ 指定医療機関に対する指導 

（１）・（２）（略） 

 （３） 指導対象の選定 

     指導は全ての指定医療機関を対象とするが、重点的かつ効率的な指導

を行う観点から、指導形態に応じて次の基準を参考にして対象となる医

療機関を一定の計画に基づいて選定すること。 

    ア（略） 

イ 個別指導 

（ア） 厚生労働大臣又は都道府県知事が単独で行う指導 

次に掲げる事項について、個別に内容審査をした上で、指定医

療機関を選定すること。 

ａ～ｃ（略） 

ｄ 社会保険診療報酬支払基金から提供される被保護者に係る診

療報酬請求データ又は電子レセプトの分析結果等を活用して得

られる指定医療機関の特徴（例えば請求全体に占める被保護者

に関する請求割合が高い、被保護者以外と比較して被保護者の

診療報酬明細書（調剤報酬明細書を含む。）の 1件あたりの平均

請求点数が高い、被保護者の県外受診の割合が高い、他の指定

医療機関と比較して、頻回受診者や重複・多剤投与者の割合が

高い等）を総合的に勘案し、個別に内容審査をした上で個別指

導が必要と認められる指定医療機関 

ｅ （略） 

（イ）・（ウ） （略） 

（４）・（５） （略） 

 ２～４（略） 

 

 

第７・第８（略） 

 

様式第１号～様式第１２号（略） 
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様式第１３号  

 
様式第１３号（裏面）（略） 

様式第１３号 

 
様式第１３号（裏面）（略） 
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様式第１６号 

 
様式第１６号（裏面）（略） 

様式第１６号 

 
様式第１６号（裏面）（略） 



4 

 

 

様式第１７号 

 
様式第１８号の１～様式第３７号（略） 

別紙第１号～別紙第４号の４（略） 

様式第１７号 

 
様式第１８号の１～様式第３７号（略） 

別紙第１号～別紙第４号の４（略） 


